
議案第２３号 

 

 

 三次市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和８年２月２０日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市国民健康保険税条例（平成１６年三次市条例第８２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第３条第１項中「１００分の８．３７」を「１００分の８．４７」に改める。 

 第５条中「３５，３００円」を「３６，９８０円」に改める。 

 第５条の２第１号中「２２，９００円」を「２３，３１８円」に改め，同条第

２号中「１１，４５０円」を「１１，６５９円」に改め，同条第３号中「１７，

１７５円」を「１７，４８８円」に改める。 

 第６条中「１００分の２．７４」を「１００分の２．８２」に改める。 

 第７条の２中「１１，５００円」を「１２，２３８円」に改める。 

 第７条の３第１号中「７，４００円」を「７，７１６円」に改め，同条第２号

中「３，７００円」を「３，８５８円」に改め，同条第３号中「５，５５０円」

を「５，７８７円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．１８」を「１００分の２．５３」に改める。 

 第９条の２中「１１，１００円」を「１２，９７５円」に改める。 

 第９条の３中「５，５００円」を「６，２８０円」に改める。 



 第２３条第１項第１号ア中「２４，７１０円」を「２５，８８６円」に改め，

同号イ（ア）中「１６，０３０円」を「１６，３２３円」に改め，同号イ（イ）

中「８，０１５円」を「８，１６２円」に改め，同号イ（ウ）中「１２，０２３

円」を「１２，２４２円」に改め，同号ウ中「８，０５０円」を「８，５６７円

」に改め，同号エ（ア）中「５，１８０円」を「５，４０２円」に改め，同号エ

（イ）中「２，５９０円」を「２，７０１円」に改め，同号エ（ウ）中「３，８

８５円」を「４，０５１円」に改め，同号オ中「７，７７０円」を「９，０８３

円」に改め，同号カ中「３，８５０円」を「４，３９６円」に改め，同項第２号

ア中「１７，６５０円」を「１８，４９０円」に改め，同号イ（ア）中「１１，

４５０円」を「１１，６５９円」に改め，同号イ（イ）中「５，７２５円」を「

５，８３０円」に改め，同号イ（ウ）中「８，５８８円」を「８，７４４円」に

改め，同号ウ中「５，７５０円」を「６，１１９円」に改め，同号エ（ア）中「

３，７００円」を「３，８５８円」に改め，同号エ（イ）中「１，８５０円」を

「１，９２９円」に改め，同号エ（ウ）中「２，７７５円」を「２，８９４円」

に改め，同号オ中「５，５５０円」を「６，４８８円」に改め，同号カ中「２，

７５０円」を「３，１４０円」に改め，同項第３号ア中「７，０６０円」を「７

，３９６円」に改め，同号イ（ア）中「４，５８０円」を「４，６６４円」に改

め，同号イ（イ）中「２，２９０円」を「２，３３２円」に改め，同号イ（ウ）

中「３，４３５円」を「３，４９８円」に改め，同号ウ中「２，３００円」を「

２，４４８円」に改め，同号エ（ア）中「１，４８０円」を「１，５４４円」に

改め，同号エ（イ）中「７４０円」を「７７２円」に改め，同号エ（ウ）中「１

，１１０円」を「１，１５８円」に改め，同号オ中「２，２２０円」を「２，５

９５円」に改め，同号カ中「１，１００円」を「１，２５６円」に改め，同条第

２項第１号ア中「５，２９５円」を「５，５４７円」に改め，同号イ中「８，８

２５円」を「９，２４５円」に改め，同号ウ中「１４，１２０円」を「１４，７

９２円」に改め，同号エ中「１７，６５０円」を「１８，４９０円」に改め，同

項第２号ア中「１，７２５円」を「１，８３６円」に改め，同号イ中「２，８７

５円」を「３，０６０円」に改め，同号ウ中「４，６００円」を「４，８９５円

」に改め，同号エ中「５，７５０円」を「６，１１９円」に改める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の三次市国民健康保険税条例の規定は，令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和７年度分までの国民健康保

険税については，なお従前の例による。 


